
令和５年度 コスモス薬品森林保護事業 【宮崎県諸塚村】
事業区分：森林整備事業 事業名：造林事業

事業概要

皆伐後の再造林は、環境保護や生態系維持のために不可欠な行為である。本村では、村が定める基
準に応じて補助を実行することで森林所有者の負担を軽減させ、再造林を促進し、森林の造成を図る。

事業の成果
皆伐後の再造林が確実に実行され、持続的な森林資源の確保が図れたほか、森林の再生が促され土壌の

浸食や洪水リスクを軽減する対策が図れた。

事業の流れ
事業状況

① 造林の実施（申請者（受託者）

② 補助金の申請（申請者⇒村）

③ 施業の完了、検査（村⇔申請者）

④ 補助金の交付

【事業面積】１０２．０６ha

【事業費】１５，２５３千円 【コスモス薬品寄付活用額】９，７８０千円

造林施業前 造林施業完了

二酸化炭素吸収量
区分 樹種 面積 吸収量/年 備 考

新植（造林） ｽｷﾞ 102.06ha 1,127ﾄﾝ 造林後、8年目のCO2吸収量

注1：上記の吸収量は参考値です。
注2：世帯当たり年間CO2排出量は2.52ﾄﾝです。(令和5年度環境省家庭部門CO2排出実態統計調査)
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